
平成３０年９月２１日（金曜日）林野庁入札室

前　原　一　彦（公認会計士） 石　井　麦　生（弁護士）

近　田　直　裕（公認会計士、税理士）

平成３０年４月１日～平成３０年６月３１日

　１２２件 １者応札案件　２０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

　６件 １者応札案件　　３件

（抽出率　　５％） （抽出率 　１５％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

（抽出率 - ％）

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 - 件

　３件 １者応札案件 　２件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

　３件 １者応札案件  １ 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

 － 件　 １者応札案件 － 件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 － 件

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

事務局：林野庁林政部林政課会計経理第１班

［これらに対し部局長が講じた措置］

(注)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含
む。）をいう。

回答等

（別紙のとおり）

委員会による意見の具申又は勧告の内容
該当なし

（特記事項）

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問

・抽出の６件については、契約金額が大きい契約、落札率の高かった契約等を抽出した。

（別紙のとおり）

抽
出
案
件
内
訳

工事

一般競争

うち、

物品・
役務等

一般競争
うち、

指名競争
うち、

随意契約（企画競争・公募）
うち、

随意契約（その他）
うち、

その他の指名競争
うち、

随
意
契
約

公募型プロポーザル
うち、

簡易公募型プロポーザル
うち、

標準型プロポーザル
うち、

その他の随意契約

随意契約
うち、

業務

一般競争
うち、

指
名
競
争

公募型競争
うち、

簡易公募型競争
うち、

うち、

指
名
競
争

公募型指名競争
うち、

工事希望型競争
うち、

その他の指名競争
うち、

抽出案件
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抽出契約について 

〔抽出番号１：平成３０年度林野庁空

中写真撮影及びオルソデータ作成等

業務（１１号 第１２ 千頭）〕 

 

 

 

 

 

・低入札価格調査の調書があります

が、どのような調査でしょうか。 

 

・予定価格から算出した、調査基準

価格を設定して、その金額を下回っ

た入札があった場合はすぐに落札

とせず保留にし、入札価格で適切に

業務を履行できるかを判断するた

め調査を行うものです。 

 

 

・調査の結果、問題ないと判断した理

由については諸経費が少ないため、入

札額の810万円でも業務を行うことが

できるということでしょうか。 

 

 

・調書に記載がありますが、12 の項

目を調査し、問題がないということ

を総合的に判断しています。評価を

まとめた結果、入札価格が調査基準

価格を下回った主な要因として、諸

経費が少なかったことがあげられ

ます。 

 

 

・オルソデータ作成業務については地

区毎に同じ日に入札を行っています

が、低入札になるものが多いのでしょ

うか。 

 

 

・平成 30 年度のオルソデータ作成

業務は全 13 件あり、そのうち本件

を含め 4 件が低入札になっていま

す。 

 

 

・予定価格の設定が高いという可能性

があるのでしょうか。 

 

・国土地理院と国土交通省の基準か

ら予定価格を積算していますので、

適切な価格だと考えています。 

 

 

・平成 30 年度第 1 四半期の契約一覧

にオルソデータ作成業務の各地区の

情報があります。本業務に入札した業

者も他の地区に入札しており、複数の

地区に入札する業者がいますが、同じ

業者でも地区によってかなり入札額

に差が出ているように感じますがい

かがでしょうか。 

 

 

・低入札価格調査の分析のように立

地の条件が大きく、撮影箇所と本社

や飛行場の位置関係が入札価格を

決める大きな要因になっていると

分析しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔抽出番号２：平成３０年度森林内に

おける放射性物質実態把握調査事業〕 

 

 

・支出予算の直接経費をみると消耗品

と雑役務費の占める割合が大きいで

すが、具体的にはどのようなものでし

ょうか。 

 

・消耗品については試験に使うサン

プルを研究室に持ち込んで、放射線

物質濃度を検出する際に用いる薬

品や容器、器具類になります。雑役

務費についてはこれらの試験に係

る費用になります。 

 

 

・技術審査の記録に提案内容に妥当性

・独創性に優れているとありますが、

この業務は独創性が必要なのでしょ

うか。  

 

 

・基本的には震災発生直後から現在

に至るまで継続的に放射性物質濃

度のモニタリング調査を行うもの

ですが、毎年ニーズに応じて検査項

目や手法を少しずつ変えていって

いますので、その時々の状況に応じ

てどのような計測を行うかといっ

た意味で独創性が必要であると考

えています。 

 

 

・非常勤の特別職員を雇用するとあり

ますが、これは予定されている担当者

に加え新たに1名雇用すると考えてよ

ろしいでしょうか。 

 

・担当者に加え、調整等を行う者と

して 1名雇用を予定しているという

ことです。 

 

 

 

・1 者応札であることと落札率が高く

なっていることについてご説明お願

いできますでしょうか。 

 

・落札率についてはこの事業は予算

を公表していますので、その金額か

ら事業の金額の予測がついてしま

うということがあります。1 者応札

については、改善するよう努力をし

てきてはいますが、当初からこの業

者がプロットを設定して、継続的に

行ってきているなかで、他の事業者

が新たに入り同じように調査をす

るというのは難しいという経営判

断があるのではないかと考えてい

ます。 

 

〔抽出番号３：平成３０年度森林吸収

源インベントリ情報整備事業「森林経

営」対象森林率調査（指導取りまとめ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務）〕 

 

・入札参加資格に技術士（森林分野）

又は林業技師が所属することを条件

としていますが、全国に何者位条件を

満たす者がいるのでしょうか。 

 

・各資格の正確な人数までは把握し

ていませんが、相当数おります。こ

の業務は指導取りまとめ業務と現

地調査業務の 7ブロックを別々に入

札しており、現地調査業務でも同じ

参加資格を設定していますが、少な

いブロックでも 3者、多いブロック

では 7者の応札がありましたので、

競争性の確保については問題ない

と判断しています。 

 

 

・予算に間接経費が 65％計上されてお

り、契約額の 3分の 1程の額になりま

すが、内容は何でしょうか。 

 

・受託者で設定した率であり、他の

業者と比べ高いかもしれませんが、

予定価格に対する入札額は問題あ

りませんでした。 

 

 

・「森林経営」対象森林率というもの

が何かということと、それを調べるこ

とがなぜ森林吸収量の算定に必要な

現況の把握に繋がるか説明をお願い

できますでしょうか。 

 

 

・我が国の森林吸収量については、

国際的なルールにもとづき、持続可

能な森林経営が行われている森林、

すなわち「森林経営」対象森林にお

ける森林吸収量をカウントしてい

ます。そのため、本調査では、人工

林について 1990 年以降にきちんと

管理されている森林の割合を、全国

2 万点の標準地調査により調べてい

ます。 

 

 

・この業務は継続して行っています

が、１者応札になっていることの分析

と今年度の受託者である日本森林技

術協会は過去にも契約実績があるか

教えていただけますでしょうか。 

 

 

・平成２６年度から日本森林技術協

会が毎年度受託しており、対策とし

ては早期発注や業者の準備期間を

確保するため入札説明会から技術

提案会までの期間を長くするとい

った取組をしてきましたが、改善さ

れていない状況です。 

過去の経緯として元々大きな１

つの事業だったものを現地調査業

務と指導・取りまとめ業務に分割し

たものです。現地調査業務の１者応

札は改善されましたが、指導・取り



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ業務の方は、全体の精度検証

という専門的な部分が大きいので

他の業者が新たに参入してくるこ

とに抵抗があるのではないかと考

えています。 

 

〔抽出番号４：平成３０年度ＩＣＴ等

を活用した路網整備推進技術者育成

事業〕 

 

 

・路網とは何ですか。また、事業内容

は具体的にどういうことでしょうか。 

 

 

・路網というのは林業用に使う林道

や作業道の総称であり、今までは人

の手で行っていた路網設計を路網

設計用のソフトであるＦＲＤやＧ

ＩＳ等の先端技術を用いて効率的

に作成できる技術者を育成するた

めの事業になります。 

 

 

・企画提案会の採点ですが、一人の委

員の方は全林協の採点に厳しい傾向

がありますが、なぜこのような採点に

なったとお考えでしょうか。 

 

 

・委員独自の採点ですので推測です

が、もう一方の提案者の計画性や管

理体制、経費の積算等の項目を評価

して点数に差があったのではない

かと考えています。 

 

 

・研修についてですが、中央が５回、

全国７ブロックで７回、合計 12 回予

定していますので、１回あたり 500万

円かかる計算になり高く感じますが

いかがでしょうか。 

 

 

・今年度からの事業であり、初めて

の研修ですので、例えばカリキュラ

ム１つとってもどのように作成し

どう実施すればうまく研修効果が

上がるかということを先生方とも

相談しながらやっています。合計 12

回の研修も講義を主とした中央研

修を受けた人が演習中心のブロッ

ク研修を受けるといった構成です

ので、カリキュラムも別々につくら

なければならないため、かなり労力

がかかっていると考えます。 

 

〔抽出番号５：木材産業・木造建築活

性化対策のうち新たな生産・加工・流

通体制づくり推進対策のうち需給情

報の共有・活用〕 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・謝金が720万円計上されていますが、

その内容と再委託の内容を教えてい

ただけますでしょうか。 

・謝金は、中央の協議会の有識者や

シンポジウムの発表者に対するも

のとなります。 

再委託については、地方のブロッ

クが７地区あり、地方の協議会の運

営はそれぞれの地区の協議会に再

委託しております。 

 

 

・報告書は最終的には政策に反映する

等、どういう目的のものでしょうか。 

 

・事業成果として残すもので、会議

形式なので数字としてどれ位効果

があったかというのは難しい面が

あり、最後にアンケートをとる形で

この事業によってどういう連携が

できたかといったものを報告書に

まとめてもらっています。 

 

 

・連携が主目的でしょうか。 

 

・山の現場である川上から製材やバ

イオマス工場の川下までのいろい

ろな方が集まり、今まで共有されて

いなかった情報を共有しようとい

うのが目的です。行政としては情報

共有により、今後の事業で連携する

動きがでることも期待しています。 

 

 

・受託者は関係者が多数参加するため

調整に技能や知識が必要なほか、時間

内に有意義な意見等を導き出す手段

が必要とありますが、これは協議会の

一般的な問題であると思います。この

事業の協議会に特有な問題は何かあ

りますでしょうか。 

 

・木材は、山にある木が丸太になり、

それが製材され建築部材になった

り燃料になったりします。川上の人

は伐った木がどういう使い方がさ

れているか全然わからなかったり、

市場がどういうものを求めている

のかわからない状況があるため、山

側が有利に販売し、できるだけお金

が還るような仕組みをつくらない

といけないというのが課題です。 

 

〔抽出番号６：CLT等新たな木質建築

部材利用促進・定着委託事業（国によ

る開発）〕 

 

 

・契約書の事業計画の予算と提案書に

ある予算の内訳が違いますが理由を

 

・提案書の予算内訳は企画提案の際

に事業者から提案を受けたもので、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教えていただけますでしょうか。 企画提案会で委員から提案に対す

る質疑を行います。その質疑を踏ま

えて、事業者が契約する際に提出し

た内訳が契約書の予算内訳になり

ます。 

 

 

・応募要領の事業概要に３つのメニュ

ーがありますが、CLT では一致してい

ますが、それぞれ別の事業のように感

じます。３つセットになっている理由

はありますでしょうか。 

 

 

・この事業をつくるにあたり、日本

の建築事情をみると住宅の木造率

は９割近くありますが、非住宅や中

高層の建物の木造率は 1～2割まで

下がります。それらをターゲットに

木材を使っていただくことで木材

の需要が増える、また山側にも還元

できるということで事業をつくっ

ています。CLT等そのものの研究・

開発のみでなく、デベロッパー等へ

の普及を加えることで総合的に利

用促進を図っています。 

 

 

・審査結果の集計表についてですが、

今回９者応募がありますが、このなか

でドット・コーポレーション１者に決

まったということなのか、９者の提案

の採択の結果をまとめたものなのか

どちらでしょうか。 

 

 

・９者応募があり、採択の合否をそ

れぞれ付け、５案件採択しており、

そのなかの１つがドッド・コーポレ

ーションの提案です。 

 

・ドット・コーポレーションの提案を

採択するにあたり、何が決め手になり

ましたでしょうか。 

 

・需要を増やすためには、中高層や

中大規模の建物に CLTを使ってもら

いたいのですが、ドット・コーポレ

ーションの提案は混構造として、鉄

骨造や鉄筋コンクリート造の壁の

中に CLTを使う提案であったという

ことと、多くの方が使えるような具

体的な仕様で調査・実験をし、それ

をオープンにするという提案でし

たので、普及の効果を考え採択しま

した。 

 

その他 

・委員会としての意見はなし。 
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